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GHS対応ラベルの読み方 
～毒物・劇物取扱者向け～ 

 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム（Globally Harmonized System of Classifi-

cation and Labeling of Chemicals）」(略してＧＨＳ）」は、危険有害性に関する情報を伝達し、使

用者がより安全な製剤の取扱いを求めて自ら必要な措置を実施できるよう国連において開発されたシス

テムです。 

 毒物及び劇物取締法（以下「毒劇法」とよぶ。）は、ＧＨＳに対応したラベルを義務としては求め

ていません。しかしながら、ＧＨＳが普及すれば、同法が求める健康被害回避のための必要な措置だけ

ではなく、使用者自らが工夫して、製剤の特性に合ったより安全な取扱いを実施することができ、毒物

または劇物を含めた製剤全体の健康被害を軽減することが期待できることから、ＧＨＳのラベルを推奨

し、普及を図ることとしました。 

 このパンフレットでは、ＧＨＳに対応したラベルの読み方を解説するとともに、GHSに基づき作成さ

れたラベルと毒劇法で規制されている毒物または劇物の関係を解説し、毒物または劇物を毒劇法に基づ

きどのように管理するか、また、毒物または劇物に相当するＧＨＳ表示された製剤を、毒劇法で定める

毒物または劇物の取扱いに準じてどのように自主的に管理するかを解説したものです。 

 なお、このパンフレットは、毒物または劇物を取り扱う方を対象に作成されています。 

平成18年６月作成
平成24年３月改訂

Check 法律 
Check 衛生管理 

Check 通知 

＜パンフレットに出てくるマークの意味＞ 

毒劇法に規定されている事

項で遵守義務があります。 

通知により行政庁がお願い

している事項です。 

衛生管理上実施が望ましい

事項です。 

Check 自主管理 
ＧＨＳ分類から自主的な取

組みが望ましい事項です。 
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爆発物 
自己反応性化学品
有機過酸化物

可燃性／引火性ガス
エアゾール
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品
有機過酸化物

支燃性／酸化性ガス
酸化性液体
酸化性固体

高圧ガス金属腐食性物質
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

急性毒性

急性毒性
皮膚刺激性
眼刺激性
皮膚感作性
気道刺激性
麻酔作用

呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器毒性（単回ばく露）
特定標的臓器
吸引性呼吸器有害性

水生環境有害性











  ○ 注意喚起語 

   注意喚起語とは、危険有害性の重大性の程度を表し、「危険」または「警告」の文言が使用されます。 

 

  ○ 危険有害性情報 

   各危険有害性クラスおよび区分に割り当てられた文言をいいます。例えば「飲み込むと危険」など。 

 

 ＜解説＞ 

  これら絵表示等は、一目でその化学品の有害性がわかるように考案されたものです。取扱いや保管する場合

は、それらの絵表示等がなるべく見やすいようにしましょう。 
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＜意味＞ 

金属腐食性物質、皮膚腐食性、眼に対する重篤な損傷性を表しており、接触し

た金属または皮膚等を損傷させる場合があります。 

＜事故の予防＞ 

他の容器に移し替えないこと。（金属腐食性物質） 

粉じんまたはミストを吸入しないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

保護手袋、保護衣および保護眼鏡／保護面を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

呼吸器感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器／全身

毒性（単回または反復暴露）、吸引性呼吸器有害性を表しており、短期または

長期に飲んだり、触れたり、吸ったりしたときに健康障害を引き起こす場合が

あります。 

＜事故の予防＞ 

この製品を使用する時に、飲食や喫煙をしないこと。 

取扱い後はよく手を洗うこと。 

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーなどを吸入しないこと。 

推奨された個人用保護具を着用すること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

水生環境有害性を表しており、環境に放出すると水生環境（水生生物およびそ

の生態系）に悪影響を及ぼす場合があります。 

＜事故の予防＞ 

環境への放出を避けること。 

※そのほか、ラベルに記載された注意書きに沿った取扱いが必要です。 

＜意味＞ 

急性毒性、皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性、気道刺激性、麻酔作用の健康

有害性があるものを表してます。 

＜事故の予防＞ 

※どのような危険有害性があるか確認して、ラベルに記載された注意書きに

沿った取扱いが必要です。 



（２）注意書き 

   危険有害性をもつ製品への暴露、不適切な貯蔵や取扱いから生じる被害を防止するための措置について記載

した文言です。具体的には、事故の予防策、事故を起こしたときの対応、貯蔵方法、廃棄方法についての注意

が記載されています。取扱者は、注意書きをよく読み、取り扱う必要があります。 

 

 ＜解説＞ 

  毒劇法では使用者の責任において毒物または劇物の取扱いに係る危害の防止を行うよう定められています。

（毒劇法第11条（毒劇法第22条第4項および第5項で準用規定））。よって、毒物または劇物に該当する製剤

を取り扱う場合は、注意書きに記載された内容をよく確認しておく必要があります。 

 

 

（３）製剤の特定名 

   製剤を特定するための名称および各成分の名称等が記載されています。 

 

 ＜解説＞ 

  万が一事故等が起こったときの対処のために、毒物又は劇物の使用者はその成分と含有量を確認しておく必要

があります。例えば、誤って毒物または劇物を飲んでしまった場合は速やかに医師に診せるとともに、医師に

どのような毒性成分をどの程度飲んでしまったのかを伝える必要があります。 

  （参考）毒劇法においては、毒物または劇物に該当する成分の名称と含有量は必ず記載するよう求めていま

す。（法律第12条） 

 

（４）製造業者または輸入業者の特定 

   製造業者、輸入業者の氏名と住所等が記載されています。 

 

（参考）「毒物」「劇物」とＧＨＳ分類の比較 

 化学物質（単一物質）のＧＨＳの分類と「毒物」「劇物」の分類については、おおよそ下記のような対応に

なっています。 

   毒劇法規制対象外 

急性毒性 
毒性の程度により区分1～５に分類※ 

区分1 区分2 

 

区分3 

 

区分4  区分5 

 

皮膚腐食性 
刺激の程度により区分1～3に分類 

  
区分1 

 

区分2  区分3 

 

眼の重篤な損傷性／刺激性 
刺激の程度により区分1～２に分類 

 
区分1 

 

  区分  区分 

  ２Ａ  ２B 

 

医薬用外劇物 医薬用外毒物 
ＧＨＳ分類 

毒物・劇物 

絵表示無し 

絵表示無し 

絵表示無し 

Check 法律 

Check 法律 
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3．MSDSの読み方 

GHSに対応するＭＳＤＳには、以下の項目が含まれます。 

 １． 化学物質等および会社情報 

 ２． 危険有害性の要約 

 ３． 組成、成分情報 

 ４． 応急措置 

 ５． 火災時の措置 

 ６． 漏出時の措置 

 ７． 取扱いおよび保管上の注意 

 ８． 暴露防止および人に対する保護措置 

 ９． 物理的および化学的性質 

 １０．安定性および反応性 

 １１．有害性情報 

 １２．環境影響情報 

 １３．廃棄上の注意 

 １４．輸送上の注意 

 １５．適用法令 

 １６．その他の情報 

MSDSをよく読み、次の事項について確認しましょ

う。 

○ 危険有害性の要約を確認して、どのような有害性

があるか確認しましょう。 

○ 組成や成分を確認して、どのような有害な成分が

含有されているか把握しておきましょう。（誤飲

や暴露により医師の診察を受ける際に、どのよう

な成分がどの程度含まれているかという情報は、

救急治療において重要な情報です。） 

○ 暴露防止措置、漏出時の措置などを確認し、この

化学品の管理体制が万全かどうか確認しましょ

う。具体的には、次の項目について十分な対応が

取られているかチェックしましょう。 

  ・取扱いの際の暴露の予防措置 

  ・漏出等事故の対応 

  ・保管の際の措置 

２．危険有害性の要約にラベ

ルと同じ情報が含まれます。 

Check 衛生管理 

取扱いについて確

認しましょう！ 

※注：このＭＳＤＳは、イメージとして作成されたもので、危険有害性等については、確定的なものではありません。 
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安全データシート（ＭＳＤＳ）

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ
・ 長期または反復暴露による臓器(呼吸器､中枢神経系)の障害のおそれ
・ 水生生物に毒性

１．化学物質等および会社情報

【製品名】パラクレゾール

（推奨用途）消毒、殺菌、合成樹脂可塑剤

（使用上の制限）

【供給者】厚生労働省株式会社

東京都千代田区霞が関

ＴＥＬ：123-456-789（問い合わせ・緊急連絡先）

ＦＡＸ：123-456-890

２．危険有害性の要約

ラベル表示：

安全データシート（ＭＳＤＳ）

取扱注意
・熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙
・取扱い後はよく手を洗うこと
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと
・保護手袋および保護眼鏡または保護面を着用すること
・環境への放出を避けること
・飲込んだ場合や眼に入った場合、直ちに医師に連絡すること

危険有害性情報
・ 飲み込む／皮膚に接触すると有毒
・ 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・ 臓器(中枢神経系､腎臓）の障害／（気道刺激性）呼吸器への刺激のおそれ
・ 長期または反復暴露による臓器(呼吸器､中枢神経系)の障害のおそれ
・ 水生生物に毒性

１．化学物質等および会社情報

【製品名】パラクレゾール

（推奨用途）消毒、殺菌、合成樹脂可塑剤

（使用上の制限）

【供給者】厚生労働省株式会社

東京都千代田区霞が関

ＴＥＬ：123-456-789（問い合わせ・緊急連絡先）

ＦＡＸ：123-456-890

２．危険有害性の要約

ラベル表示：

３．組成、成分情報
（成分）p-クレゾール １００％

CAS No. 106-44-5 UN No. 2076

４．応急措置
眼に入った場合：直ちに流水で１５分間以上洗い、医師に診断を受ける。
吸入した場合 ：直ちに新鮮な空気の場所に移し、うがいする。場合により医師

に見せる。

５．火災時の措置
消火方法：粉末、二酸化炭素を用いる。さらに必要があれば、水噴霧、泡を用

いる。消火作業の際には必ず保護具を用いる。

６．漏洩時の措置
風下の人を退避させ、関係者以外の立入りを禁ずる。作業員は全身保護具を着

用し、さらに空気呼吸器を使用し、風上から作業する。土砂等に吸着させて回収
し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い：保護具を必ず着用する（保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機

ガス用防毒マスク）。作業終了時の全身を洗い、衣服も洗濯する。
保管 ：火気厳禁

８．暴露防止及び保護措置
許容濃度：ＡＣＧＩＨ ５ppm
設備対策：局所排気装置を設け、取扱い上付近に安全シャワー、手洗い等を設け

る。
保護具 ：保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機ガス用防毒マスク

９．物理的及び化学的性質
外観：無職の結晶
臭気：
pH   ：
融点：34.8℃
沸点：201.9℃
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２／３

３．組成、成分情報
（成分）p-クレゾール １００％

CAS No. 106-44-5 UN No. 2076

４．応急措置
眼に入った場合：直ちに流水で１５分間以上洗い、医師に診断を受ける。
吸入した場合 ：直ちに新鮮な空気の場所に移し、うがいする。場合により医師

に見せる。

５．火災時の措置
消火方法：粉末、二酸化炭素を用いる。さらに必要があれば、水噴霧、泡を用

いる。消火作業の際には必ず保護具を用いる。

６．漏洩時の措置
風下の人を退避させ、関係者以外の立入りを禁ずる。作業員は全身保護具を着

用し、さらに空気呼吸器を使用し、風上から作業する。土砂等に吸着させて回収
し、そのあとを多量の水を用いて洗い流す。

７．取扱い及び保管上の注意
取扱い：保護具を必ず着用する（保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機

ガス用防毒マスク）。作業終了時の全身を洗い、衣服も洗濯する。
保管 ：火気厳禁

８．暴露防止及び保護措置
許容濃度：ＡＣＧＩＨ ５ppm
設備対策：局所排気装置を設け、取扱い上付近に安全シャワー、手洗い等を設け

る。
保護具 ：保護眼鏡、保護手袋、保護長靴、保護衣、有機ガス用防毒マスク

９．物理的及び化学的性質
外観：無職の結晶
臭気：
pH   ：
融点：34.8℃
沸点：201.9℃
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２／３

蒸気圧：133Pa（52℃）
比重 ：1.0
溶解度：アルコール、エーテル、クロロホルムに可溶。水にわずかに溶ける。

１０．安定性及び反応性
水との反応性 ：
安定性・反応性：爆発下限界1.1％。引火点が高く比較的引火しにくいが、上記は

空気と爆発性混合物を作る。
避けるべき条件：火気厳禁

１１．有害性の情報
急性毒性：経口毒性 LD50 207mg/kg（ラット）

皮膚腐食性：皮膚を激しく冒す。腐食性物質。
目の重篤な刺激性：あり
特定標的臓器：器官の損傷

１２．環境衛生情報
水生生物に毒性あり

１３．廃棄上の注意
おがくず等に吸収させ、焼却炉で焼却する。

１４．輸送上の注意
毒物及び劇物取締法に準ずる。落下、振動を避けて輸送すること。

１５．規制に関する情報
毒物及び劇物取締法の劇物に指定。

１６．そのほかの情報
ＭＳＤＳの作成と改訂
２００２／５／２８ 作成
２００４／５／５ 改正
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３／３

蒸気圧：133Pa（52℃）
比重 ：1.0
溶解度：アルコール、エーテル、クロロホルムに可溶。水にわずかに溶ける。

１０．安定性及び反応性
水との反応性 ：
安定性・反応性：爆発下限界1.1％。引火点が高く比較的引火しにくいが、上記は

空気と爆発性混合物を作る。
避けるべき条件：火気厳禁

１１．有害性の情報
急性毒性：経口毒性 LD50 207mg/kg（ラット）

皮膚腐食性：皮膚を激しく冒す。腐食性物質。
目の重篤な刺激性：あり
特定標的臓器：器官の損傷

１２．環境衛生情報
水生生物に毒性あり

１３．廃棄上の注意
おがくず等に吸収させ、焼却炉で焼却する。

１４．輸送上の注意
毒物及び劇物取締法に準ずる。落下、振動を避けて輸送すること。

１５．規制に関する情報
毒物及び劇物取締法の劇物に指定。

１６．そのほかの情報
ＭＳＤＳの作成と改訂
２００２／５／２８ 作成
２００４／５／５ 改正
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（１）事業場内の取扱い 

（その１）盗難・紛失の予防措置 

 毒劇法第11条第1項（毒劇法第22条第4項および第5項準用規定）では、毒物または劇物を業務上取り扱う者

は、毒物または劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐために必要な措置を講じなければならないとされて

います。具体的な措置については、各事業場の実態に合わせて、責任者自らの判断で措置すべきことですが、毒物

または劇物を取り扱う上で最低限実施すべき事項を以下に記載していますので、よく読んで必要な措置を実施して

下さい。 

４．どくろまたは腐食性の絵表示が付いている

製剤の取扱いについて 

 ○ 敷地境界線から離れたところに保管する。 

 ＜解説＞ 

 昭和52年 薬務局長通知において「貯蔵陳列する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すかま

たは一般の人が容易に近づけない措置を講ずること。」とされています。不用意に人を近づけて盗難や犯罪が発生

することを防止するため、関係者以外が触れることのないような配慮を求めているものです。 

 ○ 保管場所は目の行き届くところにする。 

 ＜解説＞ 

 毒物または劇物がきちんと保管されていることを常に把握するためには、目配りの利く場所に保管することは有

効な手段です。また、地震や火災などにおいても素早い対応ができるでしょう。さらに、離れたところにある毒物

または劇物の貯蔵施設については、警備等の巡回経路に含め目配りをしましょう。 

 ○ 保管庫に保管する場合は施錠する。 

 ＜解説＞ 

 毒劇法施行規則第４条の４では、毒物劇物営業者は、「毒物または劇物を貯蔵する場所に鍵をかける設備がある

こと、または毒物または劇物を貯蔵する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、

堅固な柵が設けてあること。」が毒物または劇物の貯蔵設備の要件として求められています。さらに、昭和52年 

薬務局長通知において、毒物劇物営業者のみならず、毒物または劇物を業務上取り扱う者に対しても「毒物または

劇物を貯蔵陳列する場所は、その他のものを貯蔵、陳列する場所と明確に区別された毒物または劇物専用のものと

し、鍵をかけられる設備等のある堅固な設備とすること」とされています。盗難防止のために必ず措置すべき事項

です。 

 ○ 鍵の管理を徹底する。 

 ＜解説＞ 

 毒物または劇物を貯蔵する施設に鍵をかけても、鍵の管理が不十分では、意味がありません。以下の管理を行

い、鍵の管理を徹底して下さい。 

 １．鍵の管理者を明確にする。 

 ２．鍵の数量のチェックを定期的に行う。（合鍵の数は最小限に） 

 ３．鍵を使用する場合は、チェック表に記入、責任者の許可を得るなど 

どくろマークや腐食マークが付いているものであっても、毒劇法の規制の対象となって

いないものもあります。ただし、規制の対象外のものでも、毒劇法に準じた取扱いをす

ることが望ましいでしょう。 

Check 法律 
Check 通知 

Check 衛生管理 

Check 通知 

Check 衛生管理 

Check 法律 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

医薬用外劇物 

医薬用外毒物 

Check 自主管理 
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